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　平成 30 年４月から医療費適正化対策の一環として、組合員証・被扶養者証を使用して柔道整復師（整骨院や接骨院等）の
施術を受けた方のうち、施術内容について調査が必要となった方に対して委託業者から照会文書をご自宅へ送付しますので、
照会対象者ご自身がご回答くださいますようお願いします。
　なお、今回の照会により回答いただいた個人情報については、療養費支給申請書の内容審査及び当組合の事務処理に限定
して使用し、他の目的には一切使用しません。

　平成 30 年４月から、治療用の靴型装具を作成し療養費を請求する際には、当該装具の写真（患者が実際に装着する現物であ
ることが確認できるもの）の添付が必要となりましたのでお知らせします。

回答書の提出先

および問合せ先

委託業者　〒 151-0053　東京都渋谷区代々木２－７－７

　　　　 株式会社オークス おからだ相談室　Tel 03-5302-1035

028 － 615 － 7816
上記記事に関する
お問い合わせは

保健課

整骨院・接骨院等での施術について照会を行います

靴型装具作成にかかる療養費請求の際の
添付書類が一部変更になりました

平成30年４月から

平成30年４月から

●照会時期 
　平成 30 年７月から照会対象者のご住所に発送する予定
です。その後毎月実施します。

●照会対象者
　組合員証・被扶養者証を使用して柔道整復師等の施術
を受けた方のうち、長期受診や負傷原因、施術回数等か
ら調査が必要となった方。

●照会方法
　下記の委託業者から、照会対象となった方のご自宅に照
会文書が送付されます。お手数ですが負傷原因や施術回数
等をご確認いただき、対象者ご自身が回答書にご回答くだ
さいますようお願いします。回答書は同封の返信用封筒に
て返送してください。

●新規契約のお知らせ  
　次の宿泊施設につきまして、平成 30 年５月１日より宿泊施設利用契約を締結し、新たに宿泊施設利用助成の対象施設と
なりましたのでお知らせいたします。

請求に必要な
書類

●療養費・家族療養費・高額療養費請求書

●領収書（原本）

●医師の証明書（原本）

●靴型装具を実際に装着している写真（足首部分

あたりまで写っているもの）

宿泊施設情報 

施　設　名 住　　　　所 電　話　番　号

鬼怒川グランドホテル　夢の季 栃木県日光市鬼怒川温泉大原 1021 0288 － 77 － 1313


